
人権教育講座第３講を開催します 
 
平成２０年度南丹市人権教育講座の第３講を下記のとおり開催しますのでお気軽
に受講いただくようお知らせします。 
●日 時 ９月１２日(金) 午後７時３０分～９時 
●場 所 南丹市日吉町生涯学習センター「遊youひよし」ホール 
●講 師 土肥 いつき さん（セクシュアルマイノリティ教職員ネットワーク）
●演 題 「ありのままの私を生きるために」 
●対 象  南丹市在住・在勤・在学の方等 
●その他  申し込みは不要です。 
●主 催  南丹市教育委員会 
 
◇問合せ先 社会教育課 社会教育係 TEL（0771）68-0057 FAX（0771）63-2850 

ビーチボール教室を開催します 
 
教育委員会では、生涯スポーツの普及と振興を目的に園部、八木、日吉、美山の
各地域でビーチボール教室を開催します。ビーチボールとは、２つのチーム（１チ
ーム４人）が一定のコート上（バドミントンコートを使用します）でネット越しに
ビーチボールをボレーで打ち合い、決められた点数（１セット９点）を早く得点す
ることを競います。小学生からシニアまで年齢を問わずに誰でも気軽に簡単にでき
るニュースポーツです。各地域の体育指導委員が優しく指導を行います。自由に参
加していただける事業ですので、お気軽にお越しください。 
●日 時 ８月３０日（土）午後８時～１０時まで（受付：午後７時３０分） 
●会 場 園部第二小学校体育館、八木中学校体育館、胡麻郷小学校体育館、平屋

小学校体育館
●対 象 小学生以上 ※経験不問、未経験者・初心者歓迎
●参加料 無 料 ●申込方法 事前申し込み不要。当日、会場へお越しください。 
●その他 体育館シューズをご持参ください。水分補給は各自で行ってください。 
（主催 南丹市教育委員会/主管 南丹市体育指導委員会） 
 
◇問合せ先 社会教育課 TEL（0771）68-0057 

下水道を大切に使いましょう 

下水道には、何を流しても良いというわけではありません。一人一人の心掛けに
より、公共施設である下水道設備を傷めないよう、汚水を流す時は注意をしてくだ
さい。また、下記のようなものは流さないでください。処理場の故障や処理機能を
妨げる原因となります。
＜台所のごみ・残飯・食用油＞ 
食用油は冷えると固まって下水管の中にこびりつき、流れをだんだんと悪くします。
また、下水管に流れ込まないよう定期的に「分離マス」の点検掃除をしましょう。「分
離マス」とは、台所から流れ出る最初の水を受け取るカゴのある個所のことです。
＜ガソリン・石油・アルコールなどの危険物＞ 
揮発性の高い危険物は、気化すると最初の量の１０万倍以上となります。引火し
て爆発を起こすと、大惨事を招く恐れがあります。
＜薬品類＞ 
下水処理場では、微生物の力を借りて汚水の処理を行っていますが、強い酸やア
ルカリ、有毒、有害な薬品類は、これらの微生物を死滅させる恐れがあります。
＜水に溶けない紙など＞ 
水に溶けないティッシュペーパー、タバコ、ガムなどは便器でつまらなくても下
水管やマス、またマンホールポンプで詰まる恐れがあります。

◇問合せ先 下水道課 TEL（0771）68-0054 

第３回南丹市ボウリング交流大会を開催します 
 
ボウリング競技の普及と技術の向上を図り、市民相互の親睦交流を深めることを
目的に第３回南丹市ボウリング交流大会を開催します。どなたでもお気軽にご参加
ください。 
なお、この大会は第３１回京都府民総合体育大会南丹市代表選考会を兼ねています。 
●日  時 ９月１３日（土）午後８時開始（午後７時３０分受付） 
●会  場 アルプラザボウル（亀岡市篠町野条 TEL 0771-24-3386） 
●競技方法 ①１人４ゲームトータルピンにて順位を決定する。 

②性別、年齢によってハンディを与える。 
●参加資格 １８歳以上の南丹市内在住、在勤者（高校生は不可） 

府民総体の出場資格は、１８歳以上の社会人に限る。 
●参 加 料 １人２，０００円（当日受付にて徴収します。貸し靴代は別途必要） 
●申込方法 電話またはＦＡＸで、住所、氏名、年齢、性別、連絡先(電話番号)などを

９月５日（金）午後５時までに下記へご連絡の上、お申し込みください。 
●そ の 他 表彰は、優勝者にトロフィ（持ち回り）を授与します。また、成績に

より賞品などを主催者で準備します。（参加賞あり） 
※会場への道中ならびに競技中の負傷について、主催者は一切の責任を負いません。
（主催 南丹市体育協会／主管 南丹市ボウリングクラブ／後援 南丹市教育委員会） 
 
◇問合せ先 南丹市ボウリングクラブ事務局（池上） TEL 090-4303-1450 
申込み先 社会教育課 TEL（0771）68-0057 FAX（0771）63-2850  

特別児童扶養手当現況届の提出はお済みですか？ 
 
特別児童扶養手当を受給されている方は、毎年１回所得状況届の提出が必要です。
この届出によって、引き続き１年間手当を受けられる資格があるかどうか審査し、
継続の場合には新たに証書が交付されます。提出が遅れますと、手当の受け取りが
遅れますのでご注意ください。対象者の方には８月上旬に文書を発送しました。提
出がまだの方はお急ぎください。現況届を２年間続けて提出しないと、手当を受け
る資格がなくなりますので注意してください。 
●提出期限 ８月２９日（金） ●受付時間 午前８時３０分～午後５時１５分 
 
◇問合せ先 社会福祉課 TEL（0771）68-0007 
      各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022  
        日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041  

南丹市立保育所、幼稚園、小・中学校の敷地内禁煙のお願い

保育所、幼稚園、小・中学校は心身ともに健康な子どもたちを育む場であり、か
つ、公共性を有する施設です。すでに八木地区内では保育所、幼稚園、小・中学校
の敷地内禁煙を実施しており、これを市内全域に拡大し、実施すべく検討を重ねて
きました。
その結果、９月１日から園児および児童・生徒の健康を守るという観点から、南
丹市立保育所、幼稚園、小・中学校の敷地内の全面禁煙を実施することとしました
ので、ご理解・ご協力をいただきますようお願いします。
なお、学校開放で施設をご利用いただいている社会人の方(チーム)についても本趣
旨をご理解いただき、ご協力賜りますようお願いします。

◇問合せ先 学校教育課  TEL（0771）68-0056 FAX（0771）63-2850 

「ねんきん特別便」相談会を開催します 

 昨年から年金受給者・加入者を対象に送付されています「ねんきん特別便」につ
いて社会保険事務所による「ねんきん特別便」相談会を下記の日程表のとおり開催
しますので、お知らせします。
開催予定日 場    所 時間 
９月１日（月） 南丹市役所２号庁舎 ３階３０１会議室 午前９時～午後５時 
９月８日（月） 南丹市八木支所 ３階会議室 午前９時～午後５時 
９月１６日（火） 南丹市日吉支所 ３階第２・３会議室 午前９時～午後５時 
９月２２日（月） 美山文化ホール １階第１・２会議室 午前９時～午後５時 
９月２９日（月） 南丹市役所３号庁舎 ２階第１・２会議室 午前９時～午後５時 
●持ち物 ・「ねんきん特別便」、年金手帳など（基礎年金番号が確認できるもの） 

・印鑑、本人確認ができる物（免許証や保険証など） 
 ・ご本人以外の代理人が相談される場合は「委任状」と代理人ご自身の
本人確認ができるもの 

※社会保険労務士１人で対応するため、待ち時間を要する場合などがありますので
ご了承ください。

◇問合せ先 京都西社会保険事務所 TEL（075）315-1881(代表) 
国保医療課 TEL（0771）68-0011 
各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 
  日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041 
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